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市では、防災体制の充実と防災意識の向上を図り、災害に強い街づくりを推進するため、下野市総合防災
訓練を実施します。興味のある方はぜひ見学にいらしてください。
また、実施にともない、きらら館周辺道路において交通規制を行いますので、大変ご迷惑をおかけいたし

ますが、趣旨をご理解のうえご協力くださいますようお願いします。

○規制時には基本的に通行止めになるのできらら館
周辺施設への入場を制限されることがあります。
○午前9時20分から11時10分頃までは、きらら館駐車
場には入場できません。
○見学をする方は臨時駐車場をご利用ください。
※9時20分から11時10分の間は入退場を制限されるこ
とがあります。
○11時5分からの各種体験・講習については見学者も
参加いただけます。
※はしご車体験搭乗と初期消火訓練については実施
回数に限りがありますのでご了承ください。

炊き出し訓練

緊急通信訓練

一斉通報訓練
避難訓練
エアーテント設置訓練
出動及び放水訓練
空中消火訓練

航空隊への出動要請

偵察訓練

交通規制訓練

吊上げ救助訓練
避難所設置訓練
ボランティア受付所設置訓練
物資輸送搬入訓練
被害状況報告訓練

災害派遣出動訓練

車両からの救助訓練
各種体験・講習
○煙道体験・救急救命講習
○起震車体験・自衛隊車両展示
○はしご車体験搭乗･初期消火訓練
○住宅用火災警報器パネル展示

9：00～11：10

9：32

9：33
9：33～9：45
9：34～9：40

9：34～10：11

9：40

9：45～9：52

9：20～11：03

10：20～10：30
9：38～10：33
10：34

10：35～10：40
9：38～10：42

10：43～10：47

10：48～11：03

11：05～11：50

炊き出し訓練（おにぎり・みそ汁の炊き出しを行い
避難した者へ配給する）
119番通報･･･きらら館から消防本部へ
無線通信訓練･･･現場指揮本部へ
サイレン吹鳴
館内放送により、園児等避難誘導及び緊急避難訓練の実施
エアーテントを設置し、応急手当等を行う。
消防本部より火災発生と出動指令、消防隊による防
御行動及び一斉放水、防災ヘリによる空中からの消火
地震により市内各地で家屋の倒壊、火災が発生してい
るため上空からの被害調査のため航空隊への出動要請
市内の被災状況報告を航空隊から現場へ
交通規制箇所等の誘導警備
※通行止め：ヘリコプター空中消火・救助時
逃げ遅れ者を防災ヘリコプターにより救助する。
避難所（救援物資保管所）の設置
災害ボランティアの受付所を開設し、受付等を行う。
救援物資を輸送し救援物資保管所へ搬入する。給水車の配備
市内の被害状況を報告
きらら館周辺にて緊急の復旧が必要な箇所があるた
め自衛隊に出動要請
車両から要救助者を救出する。

煙道の体験、自衛隊特殊車両の展示、起震車体験、
はしご車の搭乗を体験、血圧等の測定、水消火器で
の消火模擬訓練の実施、住宅用火災警報器パネルの
展示
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